
四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の一

部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月１９日 

四日市市長 森  智 広 

 

四日市市規則第１６号 

四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

の一部を改正する規則 

四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則（平

成３年四日市市規則第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

第３号様式及び第４号様式を次のように改める。 

 



第３号様式（第１３条関係） 

 
第      号  

 
年  月  日  

       様 
 
 

四日市市長            
 
 

説明会等開催の要求について（通 知） 
 
 

 下記建築物等の建築に係る計画の内容について、四日市市中高層建築物等に係る

紛争の予防と調整に関する条例第６条第２項の規定により、近隣関係住民に対し、

速やかに説明会等の方法により説明することを求めます。 

 
 
 

記 
 

１ 工事名称 
 
 
２ 建築敷地の地名地番 

 



第４号様式（第１４条関係） 

 

第      号  

年  月  日  

       様 
 

四日市市長            
 

説明会等の報告書の提出について（通 知） 

        

 下記建築物等について行った説明会等の内容について、四日市市中高層建築物等

の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第６条第３項の規定により、  年 

 月  日までに報告書を提出することを求めます。 

 
 

記 
 

１ 工事名称 
 
 
２ 建築敷地の地名地番 

 
 

 



第７号様式から第９号様式までを次のように改める。 

 



第７号様式（第１６条関係） 

 
第      号  

年  月  日  

       様 
 
 

四日市市長            
 
 

あっせんの開始について（通 知） 
 
 

 下記建築物等の建築に係る紛争について、四日市市中高層建築物等の建築に係る

紛争の予防と調整に関する条例第７条第 項の規定により、あっせんを行うことに

したので通知します。 

 
 

記 

１ 工事名称 
 
 
２ 建築敷地の地名地番 
 
 
３ あっせんの相手方の住所及び氏名 

 
 



第８号様式（第１７条関係） 

 
第      号  

年  月  日  

       様 
 
 

四日市市長            
 
 

あっせんの打切りについて（通 知） 
 
 

     年  月  日付け 第  号で通知した下記建築物等の建築に係る紛

争について、四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

第８条の規定によりあっせんを打ち切ったので通知します。 

 
 
 
 

記 

１ 工事名称 
 
 
２ 建築敷地の地名地番 
 
 
３ 相手方の住所及び氏名 
 
 

 

（参考）「四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」

の抜すい 

     （あっせんの打切り） 

    第８条 市長は、当該紛争について、あっせんにより紛争の解決の見込み

がないと認めたときは、あっせんを打ち切ることができる。 

 
 



第９号様式（第１８条関係） 

 
第      号  

年  月  日  

       様 
 

四日市市長            
 
 

調停移行の勧告について（通 知） 
 
 

 下記建築物等の建築に係る紛争について、四日市市中高層建築物等の建築に係る

紛争の予防と調整に関する条例第９条第１項の規定により調停へ移行するよう勧告

します。 

 なお、この勧告を受諾したときは、受諾書を提出してください。 
 
 

記 

１ 工事名称 
 
 
２ 建築敷地の地名地番 
 
 
３ 相手方の住所及び氏名 

 
 

 



第１１号様式及び第１２号様式を次のように改める。 

 



第１１号様式（第１９条関係） 

 
第      号  

年  月  日  

       様 
 

四日市市長            
 
 

調停の開始について（通 知） 
 
 

 下記建築物等の建築に係る紛争について、四日市市中高層建築物等の建築に係る

紛争の予防と調整に関する条例第９条第 項の規定により調停を行うことにしたの

で通知します。 

 
記 

 
 

１ 工事名称 
 
 
２ 建築敷地の地名地番 
 
 
３ 調停の相手方の住所及び氏名 

 
 



第１２号様式（第２０条関係） 

 
第      号  

年  月  日  

       様 
 

四日市市長            
 
 

調停案受諾の勧告について 
 
 

 下記建築物等の建築に係る紛争について、四日市市中高層建築物等の建築に係る

紛争の予防と調整に関する条例第９条第４項の規定により別添の調停案の受諾を勧

告します。 

 なお、この勧告を受諾したときは、  年  月  日までに受諾書を提出して

ください。 

 

記 

１ 工事名称 
 
 
２ 建築敷地の地名地番 
 
 
３ 相手方の住所及び氏名 

 
 

 



第１４号様式から第１７号様式までを次のように改める。 

 



第１４号様式（第２１条関係） 

 
第      号  

年  月  日  

       様 
 

四日市市長            
 
 

調停の打切りについて（通 知） 

 

 下記建築物等の建築に係る紛争について、四日市市中高層建築物等の建築に係る

紛争の予防と調整に関する条例第10条第 項の規定により

｛
調停を打ち切った

調停が打ち切られた｝ので通知します。 

 
 
 

記 
 
 

１ 工事名称 
 
 
２ 建築敷地の地名地番 
 
 
３ 相手方の住所及び氏名 

 
 



第１５号様式（第２３条関係） 

 
第      号  

年  月  日  

       様 
 

四日市市長            

出 頭 の 要 求 に つ い て 

 （工事名称）       （建築敷地の地名地番） 

             ・             の建築に係る紛争につ

いて、四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第

｛
７

９｝条に基づき、｛
あっせん

調 停｝を行うに当たり必要があるので、同条例第12条の

規定により、下記のとおり出頭を求めます。 

 なお、正当な理由がなく、この求めに従わないときは、同条例第15条の規定に

よりその旨を公表することがあります。 

 
 

記 
 

１ 日 時       年  月  日 午
前

後
  時  分 

 
２ 場 所 

 
 



第１６号様式（第２４条関係） 

 
第      号  

年  月  日  

       様 

四日市市長            
 
 

関係図書の提出要求について（通知） 

 （工事名称）       （建築敷地の地名地番） 

             ・             の建築に係る紛争につ

いて、四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第

｛
７

９｝条に基づき、｛
あっせん

調 停｝を行うに当たり必要があるので、同条例第13条の

規定により、下記のとおり関係図書の提出を求めます。 

 なお、正当な理由がなく、この求めに従わないときは、同条例第15条の規定に

よりその旨を公表することがあります。 

記 

 

１ 関係図書 

２ 提出部数 

３ 提出期限 

４ 提出先 

 
 



第１７号様式（第２５条関係） 

 
第      号  

年  月  日  

       様 
 

四日市市長            

工 事 
着 手 の 延 期
停 止

 の要請について 

 （工事名称）       （建築敷地の地名地番） 

             ・             の建築に係る紛争につ

いて、四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第14

条の規定により、下記のとおり工事の｛
着手の延期

停 止｝を要請します。 

 なお、正当な理由がなく、この求めに従わないときは、同条例第15条の規定に

よりその旨を公表することがあります。 

 
 
 

記 

１ 要請事項 
 
 
２ 要請期間 

 
 

 



附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（都市整備部建築指導課） 


